
競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 ハイカリック１号、2号、3号 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

電解質含有量（NaCl含有の有無）が異なるが、経中心静脈輸液療法における高カロリー輸

液の基本液として選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 カロナリーL輸液、M輸液、H輸液 扶桑薬品株株式会社 

競合品目2   

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 

ハイカリックNC-L輸液,ハイ

カリックNC-N輸液,ハイカリ

ックNC-H輸液 

製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

カロナリーL輸液、M輸液、H輸液：ハイカリックNCの後発医薬品として選定した。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 カロナリーL輸液、M輸液、H輸液 扶桑薬品株株式会社 

競合品目2   

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 アミカリック輸液 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

アミノ酸や電解質組成、バッグ形状（ダブルバッグ）が異なるが、同種の効能効果を有し

ているため選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ツインパル輸液 エイワイファーマ株式会社 

競合品目2   

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 アミゼットB 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

いずれもアミノ酸組成および電解質含有量（NaCl）より選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミパレン輸液 株株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 アミニック輸液 エイワイファーマ株式会社 

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 テルフィス 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

アミノレバン点滴静注が先発医薬品であること、ヒカリレバン注はテルフィスと同じく後

発医薬品であることから選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミノレバン点滴静注 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 ヒカリレバン注 光製薬株式会社 

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 フルカリック 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

同種の糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液の高カロリー輸液キット製剤としてネオパ

レンを選定した。 

なお、ピーエヌツインには、総合ビタミンが含有されていない製剤である。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ネオパレン1号輸液、2号輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 ピーエヌツイン1号輸液、2号輸液、3号輸液 エイワイファーマ株式会社 

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２０日 

 

販売名 プロテアミン１２ 製造販売元 テルモ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 なし  

競合品目2   

競合品目3   



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月20日 

 

販売名 

カロナリーL輸液 

カロナリーM輸液 

カロナリーH輸液 

製造販売元 扶桑薬品工業株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤及び競合品目1～3は高カロリー輸液用の基本液である。 

競合品目1、2は電解質組成が若干異なる。 

競合品目1は本剤の先発医薬品である。 

売上高の大きいものから順に選定した。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ハイカリックRF輸液 テルモ株式会社 

競合品目2 ハイカリック液-1号 

ハイカリック液-2号 

ハイカリック液-3号 

テルモ株式会社 

競合品目3 ハイカリックNC-L輸液 

ハイカリックNC-N輸液 

ハイカリックNC-H輸液 

テルモ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月20日 

 

販売名 
ハイ・プレアミン注-10% 

ハイ・プレアミンS注-10% 
製造販売元 扶桑薬品工業株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤及び競合品目1～3は総合アミノ酸製剤である。 

売上高の大きいものから順に選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミゼットB輸液 テルモ株式会社 

競合品目2 プロテアミン12注射液 テルモ株式会社 

競合品目3 アミニック輸液 エイワイファーマ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月20日 

 

販売名 プレアミン-P注射液 製造販売元 扶桑薬品工業株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は小児用TPN用総合アミノ酸製剤で、競合品目1～3は総合アミノ酸製剤である。 

売上高の大きいものから順に選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミゼットB輸液 テルモ株式会社 

競合品目2 プロテアミン12注射液 テルモ株式会社 

競合品目3 アミニック輸液 エイワイファーマ株式会社 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 アミニック輸液 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は総合アミノ製剤に分類される輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸補給  低蛋白血症、低栄養状態、手

術前後』であり、本剤と同種の[効能・効果]を有する医療用医薬医薬品は、「モリアミン

Ｓ注」、「モリプロンＦ輸液」、「アミゼットＢ輸液」、「アミパレン輸液」、「ハイ・

プレアミン注−１０％」、「ハイ・プレアミンＳ注-１０％」、「プラスアミノ輸液」、「プ

ロテアミン１２注射液」です。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、売上高の大きいものから順に競合品目として選定しました。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミパレン輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 プラスアミノ輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目3 アミゼットＢ輸液 テルモ株式会社 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 モリアミンＳ注 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は総合アミノ製剤に分類される輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸補給  低蛋白血症、低栄養状態、手

術前後』であり、本剤と同種の[効能・効果]を有する医療用医薬医薬品は、「アミニック

輸液」、「モリプロンＦ輸液」、「アミゼットＢ輸液」、「アミパレン輸液」、「ハイ・

プレアミン注−１０％」、「ハイ・プレアミンＳ注-１０％」、「プラスアミノ輸液」、「プ

ロテアミン１２注射液」です。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、売上高の大きいものから順に競合品目として選定しました。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミパレン輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 プラスアミノ輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目3 アミゼットＢ輸液 テルモ株式会社 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 モリプロンＦ輸液 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は総合アミノ製剤に分類される輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸補給  低蛋白血症、低栄養状態、手

術前後』であり、本剤と同種の[効能・効果]を有する医療用医薬医薬品は、「モリアミン

Ｓ注」、「アミニック輸液」、「アミゼットＢ輸液」、「アミパレン輸液」、「ハイ・プ

レアミン注−１０％」、「ハイ・プレアミンＳ注-１０％」、「プラスアミノ輸液」、「プ

ロテアミン１２注射液」です。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、売上高の大きいものから順に競合品目として選定しました。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミパレン輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 プラスアミノ輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目3 アミゼットＢ輸液 テルモ株式会社 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 ツインパル輸液 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は末梢静脈栄養用製剤に分類され。アミノ酸・糖・電解質を配合した輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸、電解質及び水分の補給  ・経口摂

取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合 ・手術前後』です。 

本剤と同種の［効能・効果］を有する医療用医薬医薬品は、「パレセーフ輸液」、「ビー

フリード輸液」、「パレプラス輸液」ですが、「パレセーフ輸液」と「ビーフリード輸液」

にはビタミンＢ１が配合されており、「パレプラス輸液」には水溶性ビタミンが配合されて

いるため、［効能・効果］の記載が異なります。 

 

上記の医療用医薬品のうち、自社品の「パレセーフ輸液」と「パレプラス輸液」を除く「ビ

ーフリード輸液」を競合品目として選定しました。 

なお、本剤と同種の［効能・効果］を有していた「アミカリック輸液」と「アミノフリー

ド輸液」については、薬価基準収載品目の経過措置期限が2020年3月31日までであったため、

競合品目の検討から除外しています。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ビーフリード輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2   

競合品目3   
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 パレセーフ輸液 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は末梢静脈栄養用製剤に分類され、アミノ酸・糖・電解質・ビタミンＢ１を配合した輸

液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸、電解質、ビタミンＢ１及び水分の補給  

・経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合 ・手術前後』

です。 

本剤と同一の［効能・効果］を有する医療用医薬品は「ビーフリード輸液」です。 

同種の[効能・効果]を有する医療用医薬医薬品は、「ツインパル輸液」、「パレプラス輸

液」ですが、「ツインパル輸液」にはビタミンＢ１が配合されておらず、「パレプラス輸液」

には水溶性ビタミンが配合されているため、［効能・効果］の記載が異なります。 

 

上記の医療用医薬品のうち、自社品の「ツインパル輸液」と「パレプラス輸液」を除く「ビ

ーフリード輸液」を競合品目として選定しました。 

なお、本剤と同種の［効能・効果］を有していた「アミカリック輸液」と「アミノフリー

ド輸液」については、薬価基準収載品目の経過措置期限が2020年3月31日までであったため、

競合品目の検討から除外しています。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ビーフリード輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2   

競合品目3   
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 パレプラス輸液 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は末梢静脈栄養用製剤に分類され、アミノ酸・糖・電解質・水溶性ビタミンを配合し

た輸液製剤です 

本剤の［効能・効果］は、『下記状態時のアミノ酸、電解質、水溶性ビタミン及び水分の

補給  ・経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合 ・手

術前後』です。 

本剤と同種の［効能・効果］を有する医療用医薬医薬品は、「ツインパル輸液」、「パレ

セーフ輸液」、「ビーフリード輸液」ですが、「ツインパル輸液」には水溶性ビタミンは

配合されておらず、また、「パレセーフ輸液」と「ビーフリード輸液」には水溶性ビタミ

ンのうちビタミンＢ１のみしか配合されていないため、［効能・効果］の記載が異なります。 

 

上記の医療用医薬品のうち、自社品の「ツインパル輸液」と「パレセーフ輸液」を除く「ビ

ーフリード輸液」を競合品目として選定しました。 

なお、本剤と同種の［効能・効果］を有していた「アミカリック輸液」と「アミノフリー

ド輸液」については、薬価基準収載品目の経過措置期限が2020年3月31日までであったため、

競合品目の検討から除外しています。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ビーフリード輸液 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2   

競合品目3   
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 
リハビックス-Ｋ１号輸液 

リハビックス-Ｋ２号輸液 
製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は中心静脈栄養用基本液製剤に分類され、糖・電解質を配合した小児用の輸液製剤で

す。 

本剤の［効能・効果］は、『経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養

に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー補給に用いる。』であり、［用法・用

量］においては、小児に対する経中心静脈栄養療法の開始液又は維持液として「リハビッ

クス-Ｋ１号輸液」、維持液として「リハビックス-Ｋ２号輸液」の投与を記載しています。 

本剤と同種の［効能・効果］を有する医療用医薬品は「ハイカリック液-１号・ハイカリッ

ク液-２号・ハイカリック液-３号」、「ハイカリックＮＣ-Ｌ輸液・ハイカリックＮＣ-Ｎ

輸液・ハイカリックＮＣ-Ｈ輸液」、「ハイカリックＮＣ-Ｌ輸液・ハイカリックＮＣ-Ｎ輸

液・ハイカリックＮＣ-Ｈ輸液」、「カロナリーＬ輸液・カロナリーＭ輸液・カロナリーＨ

輸液（それぞれ「ハイカリックＮＣ-Ｌ輸液・ハイカリックＮＣ-Ｎ輸液・ハイカリックＮ

Ｃ-Ｈ輸液」の後発医薬品）」ですが、いずれも成人に対する経中心静脈栄養療法の開始液

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 ハイカリック液-１号 

ハイカリック液-２号 

ハイカリック液-３号 

テルモ株式会社 

競合品目2 ハイカリックＮＣ-Ｌ輸液 

ハイカリックＮＣ-Ｎ輸液 

ハイカリックＮＣ-Ｈ輸液 

テルモ株式会社 

競合品目3 カロナリーＬ輸液 

カロナリーＭ輸液 

カロナリーＨ輸液 

扶桑薬品工業株式会社 
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又は維持液に該当します。 

 

上記の医療用医薬品は小児用ではありませんが、同種の［効能・効果］を有するため、弊

社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～2019年3月）より、売上高の大き

いものから順に競合品目として選定しました。 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 

ピーエヌツイン-１号輸液 

ピーエヌツイン-２号輸液 

ピーエヌツイン-３号輸液 

製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は中心静脈栄養用キット製剤に分類され、アミノ酸・糖・電解質を配合した輸液製剤

です。 

本剤の［効能・効果］は、『経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養

に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、アミノ酸、カロリー補給』であり、［用法・用

量］においては、経中心静脈栄養療法の開始液又は維持液として「ピーエヌツイン-１号輸

液」、維持液として「ピーエヌツイン-２号輸液・ピーエヌツイン-３号輸液」の投与を記

載しています。 

本剤と同種の［効能・効果］を有する医療用医薬品は「フルカリック１号輸液・フルカリ

ック２号輸液・フルカリック３号輸液」、「ネオパレン１号輸液・ネオパレン２号輸液」、

「エルネオパＮＦ１号輸液・エルネオパＮＦ２号輸液」、「ワンパル１号輸液・ワンパル

２号輸液」ですが、「フルカリック１号輸液・フルカリック２号輸液・フルカリック３号

輸液」と「ネオパレン１号輸液・ネオパレン２号輸液」にはビタミンが配合されており、

「エルネオパＮＦ１号輸液・エルネオパＮＦ２号輸液」と「ワンパル１号輸液・ワンパル

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 エルネオパＮＦ１号輸液 

エルネオパＮＦ２号輸液 

株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 フルカリック１号輸液 

フルカリック２号輸液 

フルカリック３号輸液 

テルモ株式会社 

競合品目3 ネオパレン１号輸液 

ネオパレン２号輸液 

株式会社大塚製薬工場 
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２号輸液」にはビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素が配合されているため、［効

能・効果］の記載が異なります。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、売上高の大きいものから順に競合品目として選定しました。 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 
ワンパル１号輸液 

ワンパル２号輸液 
製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は中心静脈栄養用キット製剤に分類され、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元

素を配合した輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養

に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、アミノ酸、カロリー、ビタミン、亜鉛、鉄、銅、

マンガン及びヨウ素の補給』であり、［用法・用量］においては、経中心静脈栄養療法の

開始液又は維持液として「ワンパル１号輸液」、維持液として「ワンパル２号輸液」の投

与を記載しています。 

本剤と同一の［効能・効果］を有する医療用医薬品は「エルネオパＮＦ１号輸液・エルネ

オパＮＦ２号輸液」です。 

本剤と同種の［効能・効果］を有する医療用医薬品は「ピーエヌツイン-１号輸液・ピーエ

ヌツイン-２号輸液・ピーエヌツイン-３号輸液」、「フルカリック１号輸液・フルカリッ

ク２号輸液・フルカリック３号輸液」、「ネオパレン１号輸液・ネオパレン２号輸液」で

すが、「ピーエヌツイン-１号輸液・ピーエヌツイン-２号輸液・ピーエヌツイン-３号輸液」

にはビタミン、亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素が配合されておらず、「フルカリック

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 エルネオパＮＦ１号輸液 

エルネオパＮＦ２号輸液 

株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 フルカリック１号輸液 

フルカリック２号輸液 

フルカリック３号輸液 

テルモ株式会社 

競合品目3 ネオパレン１号輸液 

ネオパレン２号輸液 

株式会社大塚製薬工場 
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１号輸液・フルカリック２号輸液・フルカリック３号輸液」と「ネオパレン１号輸液・ネ

オパレン２号輸液」には亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素が配合されていないため、［効

能・効果］の記載が異なります。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、売上高の大きいものから順に競合品目として選定いたしました。 
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競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月２２日 

 

販売名 モリヘパミン点滴静注 製造販売元 エイワイファーマ株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤は肝不全用アミノ製剤に分類される輸液製剤です。 

本剤の［効能・効果］は、『慢性肝障害時における脳症の改善』であり、本剤と同一の[効

能・効果]を有する医療用医薬医薬品は、「アミノレバン点滴静注」、「テルフィス点滴静

注（アミノレバン点滴静注の後発医薬品）」、「ヒカリレバン注（アミノレバン点滴静注

の後発医薬品）」、です。 

 

上記の医療用医薬品のうち、弊社で把握している直近1年の売上高のデータ（2018年4月～

2019年3月）より、「アミノレバン点滴静注」については売上高を確認できましたが、「テ

ルフィス点滴静注」と「ヒカリレバン注」については売上高を確認できませんでしたので、

販売開始年月の順に競合品目として選定しました。 

 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミノレバン点滴静注 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 テルフィス点滴静注 テルモ株式会社 

競合品目3 ヒカリレバン注 光製薬株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和 2 年 5 月 21 日 

 

販売名 アミノレバン点滴静注 製造販売元 株式会社大塚製薬工場 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

アミノレバン点滴静注と同じ肝性脳症改善アミノ酸製剤に分類されるため。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 モリヘパミン点滴静注 エイワイファーマ株式会社 

競合品目2 テルフィス点滴静注 テルモ株式会社 

競合品目3 ヒカリレバン注 光製薬株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和 2 年 5 月 21 日 

 

販売名 アミパレン輸液 製造販売元 株式会社大塚製薬工場 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

アミパレン輸液と同じ高濃度アミノ酸製剤に分類されるため。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミゼットB輸液 テルモ株式会社 

競合品目2 プレアミン-P注射液 扶桑薬品工業株式会社 

競合品目3 プロテアミン12注射液 テルモ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和 2 年 5 月 21 日 

 

販売名 

ネオパレン輸液 

エルネオパNF輸液 

ミキシッド輸液 

製造販売元 株式会社大塚製薬工場 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

ネオパレン輸液、エルネオパNF輸液及びミキシッド輸液と同じ高カロリー輸液製剤に分類

されるため。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 フルカリック輸液「テルモ」 テルモ株式会社 

競合品目2 フルカリック輸液「田辺三菱」 テルモ株式会社 

競合品目3 ワンパル輸液 エイワイファーマ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和 2 年 5 月 21 日 

 

販売名 
プラスアミノ輸液 

ビーフリード輸液 
製造販売元 株式会社大塚製薬工場 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

プラスアミノ輸液及びビーフリード輸液と同じ低濃度糖加アミノ酸製剤に分類されるた

め。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 パレプラス輸液 エイワイファーマ株式会社 

競合品目2 ツインパル輸液 エイワイファーマ株式会社 

競合品目3 パレセーフ輸液 エイワイファーマ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月19日 

 

販売名 ヒカリレバン注 製造販売元 光製薬株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

効能効果と剤形が同一であるため。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アミノレバン点滴静注 株式会社大塚製薬工場 

競合品目2 モリヘパミン点滴静注 エイワイファーマ株式会社 

競合品目3 テルフィス点滴静注 テルモ株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月18日 

 

販売名 オキシトシン注射液5単位「F」 製造販売元 富士製薬工業株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤と同種同効薬である陣痛誘発・促進剤として品目1、2、子宮収縮止血剤として品目3を

選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アトニン-O注1単位/5単位 あすか製薬株式会社 

競合品目2 プロスタルモン・F注射液1000/2000 丸石製薬株式会社 

競合品目3 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 あすか製薬株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月18日 

 

販売名 
ジノプロスト注射液1000μg

「F」/2000μg「F」 
製造販売元 富士製薬工業株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤と同種同効薬である陣痛誘発・促進剤として品目1、2、子宮収縮止血剤として品目3を

選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 プロスタルモン・F注射液1000/2000 丸石製薬株式会社 

競合品目2 アトニン-O注1単位/5単位 あすか製薬株式会社 

競合品目3 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 あすか製薬株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年5月18日 

 

販売名 
アトニン－O注1単位 

アトニン－O注5単位 
製造販売元 あすか製薬株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤と同種同効薬である陣痛誘発・促進剤（品目1､2）、及び子宮収縮止血剤（品目3）を

選定した。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 プロスタルモン・F注射液 1000 

プロスタルモン・F注射液 2000 

丸石製薬株式会社 

競合品目2 プロスタグランジンＥ２錠 0.5mg「科研」 科研製薬株式会社 

競合品目3 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注

0.2mg「Ｆ」 

富士製薬工業株式会社 



競合品目・競合企業リスト 

令和2年５月22日 

 

販売名 
プロスタグランジンE2錠0.5

㎎「科研」 
製造販売元 科研製薬株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

子宮収縮作用を有し、妊娠末期の陣痛誘発・陣痛促進を目的として使用される薬剤を選定

した。 

 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アトニン-Ｏ注１単位 

アトニン-Ｏ注５単位 

あすか製薬株式会社 

競合品目2 プロスタルモン・Ｆ注射液1000 

プロスタルモン・Ｆ注射液2000 

丸石製薬株式会社 

競合品目3 － － 



競合品目・競合企業リスト 

令和２年５月１９日 

 

販売名 
プロスタルモン・F注射液1000 

プロスタルモン・F注射液2000 
製造販売元 丸石製薬株式会社 

 

 

薬事分科会審議参加規程における、上記対象品目に係る競合品目、競合企業及びその選定

理由は以下のとおりです。 

 

 

競合品目を選定した理由 

本剤の競合品目は、本剤と同様の効能及び効果を有している医療用医薬品の中から、売上高の

大きいものから順に選定しました。 

 

 販売名 / 開発名 競合企業名 

競合品目1 アトニン－O注1単位／アトニン－O注5単位 あすか製薬株式会社 

競合品目2 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科

研」 

科研製薬株式会社 

競合品目3 ジノプロスト注射液１０００μg「F」／ジ

ノプロスト注射液２０００μg「F」 

富士製薬工業株式会社 


